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ネット取引の調査事例①

毎日新しい出来事があれば嬉しい。 一日一日を、新たな気持ちで迎えられれば面白い。逆に、型
通りの日々を送っていては、精神も貧しくなる。 どんな場合でも、毎日を新たな気持ちで過ごす心
構えが大切だ。 「渋沢栄一100の訓毎日」より
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【今月の経営格言】 「毎日新しいものを探そう」
by 渋沢栄一

事例１ 動画配信に対する調査事例

調査対象者は、動画配信事業者を通じて

動画配信を行っている。 動画の視聴者は、
動画配信事業者からポイントを購入し、
気に入った動画配信者にプレゼント
することができる。 動画配信者は、

視聴者からプレゼントされたポイントを

動画配信事業者を通じて換金する
ことができるところ、調査対象者の

プレゼントされたポイントの総額が

申告額を大幅に上回ることが想定され
たため、調査を実施した。

調査の結果、視聴者からプレゼントのうち、換金していないものについて申告していないことが判明した。
国税庁では、課税上有効な情報を収集するため、事業者等に対して任意の協力を求め、必要な情報を照会して
おり、取引を行う納税者の特定や情報の収集が困難なケースも存在してきたが、今後は、新たに整備された情
報照会手続の法的枠組みも積極的に活用して情報収集に努め、適正な課税の確保に向けて取り組んでいく。

「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動
への的確な対応」国税庁令和元年６月より

税務調査事例

事例２ 仮想通貨取引に対する調査事例

調査対象者は、、仮想通貨取引で多額の売買利益を

得ていることが想定されるにもかかわらず

無申告であったため、調査を実施した。

調査の結果、給与収入を原資として、複数の交換業者を
通じて仮想通貨取引を行っており、
これらの取引で得た利益について

申告をしていないことが判明した。

国税庁では、課税上有効な情報を

収集するため、事業者等に対して任意の協力を求め、
必要な情報を照会し、新たに整備された情報照会手続の

法的枠組みも積極的に活用して情報収集に努め、
適正な課税の確保に向けて取り組んでいく。


